
１　総括
（１）　人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

（注）　人件費及び人件費率の（　　）内は、正副市長、市議会議員、各種委員などの特別職に支給される給料、報酬など
　　　　を除いたものです。

（２）人件費の推移（普通会計決算）

（３）　職員給与費の状況（普通会計決算）
職員数

Ａ
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,033
（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
　　　２　職員数は、平成24年4月1日現在の人数です。

（４）　特記事項
（給与減額の状況）

手当

　　　２　「参考値」は、国家公務員の時限的な(2年間)給与改定･臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。

　　　　　　《平成２５年度公表》

足利市の人事行政の運営などの状況（給与･定員管理等の状況）

　「足利市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与、勤務条件などの状況に
ついてお知らせします。

区分
住民基本台帳

人口（24年度末）
歳出額

実質収支
人件費 人件費率 （参考）

23年度人件費率

1,428,754 6,228,056 6,029

17.9
(8,040,973) (16.8) (16.8)

Ａ Ｂ B／A

２４年度 154,585 47,736,799 1,381,469
8,534,253 17.9

6,375

職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　Ｂ 1人当たり給与費

２４年度
3,964,492 834,810

区分
給与費 1人当たり給与費

B／A

（参考）類似団体平均

給料

減額措置の内容

給料

減額なし

（一般行政職）　8・7級・・▲9％、6～4級・・▲7％、3級・・▲6％、2・1級・・▲4％
（技能労務職）　5級・・▲7％、4・3級・・▲6％、2・1級・・▲4％
（ラスパイレス指数）　H25.4.1・・107.7（参考値99.5）、H25.10.1・・100.6

実施
国の要請等を踏まえた減額措置の取組 減額実施期間

H25.10.1～H26.3.31

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構
　　　　　成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として
　　　　　計算した指数。
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（５）　ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成25年4月1日現在）
　①　一般行政職

区分 平均年齢

足利市 44.3歳 399,971円

類似団体 44.1歳 418,532円

栃木県 43.9歳 426,906円

国 43.1歳 －

平均給与月額平均給料月額

342,200円

348,686円

307,220円（332,446円）

338,052円

平均給与月額
（国比較ベース）

371,395円

379,550円

376,257円（405,463円）

380,046円

99.8 

107.7 

99.5 

107.8 

98.8 

106.7 

98.6 

103.7 

98.3 

106.6 

98.5 

104.0 

95

97

99

101

103

105

107

109

H20.4.1 H25.4.1 H25.4.1(

参考値）

H25.7.1 H20.4.1 H25.4.1 H25.4.1(

参考値）

H25.7.1 H20.4.1 H25.4.1 H25.4.1(

参考値）

H25.7.1

足利市 類似団体平均 全国市平均
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　②　技能労務職
参考

足利市 48.7歳 105人 312,200円 355,738円 329,685円 － － －
46.3歳 36人 304,000円 352,525円 320,917円 44.6歳 290,600円 1.21
52.0歳 16人 322,600円 356,331円 342,419円 53.7歳 202,700円 1.76
50.1歳 13人 325,300円 387,646円 340,315円 50.6歳 232,700円 1.67
51.0歳 333人 345,248円 392,360円 370,544円 － － －
49.9歳 3,272人 272,119円 － 309,534円 － － －
49.6歳 88人 323,786円 370,927円 347,486円 － － －

足利市

（注）１　「平均給料月額」とは、平成25年4月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

（２）　職員の初任給の状況（平成25年4月１日現在）

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成25年4月１日現在）

類似団体 －

区分

参考

年収ベース(試算値)の比較

公務員（C） 民間（D） C／D

うち 自動車運転手 自家用自動車運転者

栃木県 －

区分

公務員 民間

平均年齢 職員数

国 －

A／B

－
うち 清掃職員 廃棄物処理業従業員

うち 用務員 用務員

平均給料
月額

平均給与
月額(A)

平均給与
月   額

（国比較ベー
ス）

対応する民間の
類似職種

平均年齢
平均給与
月額(B)

うち 自動車運転手 5,987,452円 2,869,100円 2.09

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手
　　　　　当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給
　　　　　与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算
　　　　　出しています。

うち 用務員 5,661,372円 2,809,400円 2.02

－ － －

うち 清掃職員 5,483,300円 3,980,600円 1.38

172,200円 178,800円
163,987円

（172,200円）

　　　４　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。
           （平成21～23年の3ヶ年平均）

　　　５　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致して
　　　　　いるものではありません。

　　　６　年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員にお
　　　　　いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値で
　　　　　す。

区　分 足利市 栃木県 国

一般行政職
大学卒 265,325円 361,225円

区　分 経験年数10年 経験年数20年

高校卒 144,500円 144,500円
133,418円

（140,100円）

－ －
技能労務職

高校卒 － 287,820円
中学卒

高校卒 223,267円 325,243円

一般行政職
大学卒

298,767円
－

　　　３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」の括弧書きは、給与改定・臨時
　　　　　特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。

（注）１　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）で
す。

経験年数30年

430,413円
364,333円
326,657円

－

経験年数25年

392,078円
341,180円
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成25年4月1日現在）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

31 57 119 185 154 15 40 13
5.0 9.3 19.4 30.1 25.1 2.4 6.5 2.2

135,600円 185,800円 222,900円 261,900円 289,200円 320,600円 366,200円 413,000円

243,700円 307,800円 354,700円 388,300円 400,600円 422,600円 456,200円 478,200円

（注）１　足利市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（２）　昇給への勤務成績の反映状況

　①勤務成績の評定の実施状況

　②昇給への勤務成績の反映状況

主幹
副主幹

課長補佐
参事
課長

部長
副部長

職員数（人）
構成比（％）

区　分

標準的な職務内容
主事
技師

主事
技師

主任 主査

　   足利市は、他自治体に先駆けて昭和32年に勤務評定制度を導入しました。平成12年2月には、「足利市人材育成基本
  方針」を策定しました。方針に掲げられた内容に則して、職員一人ひとりの人材育成を主眼としつつ、人的資源の最大活
  用と組織の成果の向上を図ることを狙いとして評定制度の再構築を行い、現在の勤務評定制度が平成15年に完成しまし
  た。評定は、地方公務員法第40条に基づき、毎年1月1日を評定日として全職員に勤務成績の評定を実施しています。
  （内容の詳細については、足利市職員の勤務評定実施規程を参照）

   　 足利市は、従来から、勤務成績不良者に対しては昇給及び昇格抑制措置を実施しています。
　    また、平成19年4月昇給からは課長級以上、平成20年4月昇給からは副主幹級以上の昇給を5段階に区分し、勤務評
   定結果等に基づいて昇給を決定しています（査定昇給制度）。それ以外の職員については、従来どおり、勤務評定結果等
   に基づいて下位区分を決定し、それ以外をすべて標準区分としました。

1号給の給料月額
最高号給の給料月額

1級 5.0 1級 6.9 1級 4.8 

2級 9.3 2級 7.6 
2級 8.0 

3級 19.4 3級 19.4 3級 22.0 

4級 30.1 4級 29.3 4級 27.1 

5級 25.1 5級 25.4 
5級 24.4 

6級 2.4 6級 2.7 6級 4.8 

7級 6.5 7級 6.8 7級 7.1 
8級 2.2 8級 1.9 8級 1.8 
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４　職員の手当の状況
（１）　期末手当・勤勉手当

1人当たり平均支給額（24年度） 1人当たり平均支給額（24年度）
1,407千円 1,616千円 －

（24年度支給割合） （24年度支給割合） （24年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

加算措置 加算措置 加算措置
・役職加算　5％～20％ ・役職加算　5％～20％ ・役職加算　5％～20％

・管理職加算　15％～22％ ・管理職加算　10％～25％
（特例減額措置の状況）
国家公務員の給与改定及び臨時
特例に関する法律に基づくもの
・特例減額措置　▲9.77％

【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況

　平成25年度から、主幹級以上の職員について勤務実績を勤勉手当に反映しています。

（２）　退職手当（平成25年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、平成24年度に退職した職員に支給された平均額です。

2.60月分 1.35月分 2.60月分 1.35月分 2.60月分 1.35月分

足利市 栃木県 国

勤続20年 23.03月分 28.7875月分 勤続20年 23.03月分 28.7875月分

足利市 国
自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による

- -

1人当たり平均支給額 12,296千円 23,413千円

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～20％加算）

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～20％加算）

46.55月分 55.86月分 勤続35年 46.55月分 55.86月分
勤続25年 32.83月分 38.955月分 勤続25年 32.83月分 38.955月分

　・調整額
　　（16,700～45,850円×60月分）

　・調整額
　　（16,700～79,200円×60月分）

最高限度額 55.86月分 55.86月分 最高限度額 55.86月分 55.86月分
勤続35年

5



（３）　特殊勤務手当（平成25年4月1日）

507千円

72千円

6,008千円

1,053千円

36千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（24年度） 26.3%

手当の種類（手当数） 16

区　分 全職種

支給実績（24年度決算） 19,332千円

支給職員1人当たり平均支給年額（24年度決算） 66,205円

主な支給対象業務 支給実績（24年度決算）

市税の調査、検査

市税、税外収入金の徴収整理等

社会福祉業務に従事した
職員の特殊勤務手当

行旅死病人の救護、取扱いに
従事した職員の特殊勤務手当

養護老人ホームに勤務する
職員の特殊勤務手当

福祉事務所に勤務する
職員

行旅死病人の救護、取扱
いに従事した職員

養護老人ホームに勤務
する職員

市税等の事務に従事した
職員の特殊勤務手当

主な支給対象職員

市税等事務に従事した職
員

支給単価

日　 200円

日　 300円

手当の名称

感染症防疫作業に従事した
職員の特殊勤務手当

放射線取扱作業に従事した
職員の特殊勤務手当

汚物処理作業等に従事
した職員の特殊勤務手
当

斎場業務に従事した職員
の特殊勤務手当

感染症の防疫に従事した
職員

放射線取扱作業に従事
した職員

汚物処理作業等に従事
した職員

斎場業務に従事した職員

日 1,000円

日 　550円

日 1,200円

日 1,000円

入所者の生活指導又は介助に従事

死亡者の納棺作業に現に従事

生活保護法による窓口業務 576千円

行旅死亡人の取扱い ―

行旅病人の救護 ―

400千円

機関員の業務

夜間特殊業務

１日の走行距離が１００キロメート
ル以上の場合

１日の走行距離が１００キロメート
ル未満の場合

救助業務のため出動

（現に救護をした職員）

バスの運転

その他斎場の管理運営

し尿処理作業

自動車運転業務

下水道管きょ清掃又は修理作業

その他汚物処理作業

患家の消毒等 ―

放射線取扱作業に従事 55千円

ボイラー取扱主任１級の資格を有
する施設の取扱主任者

その他ボイラーの取扱作業

高圧電気取扱作業 180千円

用地取得等交渉業務（長期にわた
るもの）

―

病害虫防除又は駆除作業 ―

道路等の簡易舗装作業 603千円

病害虫防除作業等に従事し
た職員の特殊勤務手当

道路整備等に従事した職
員の特殊勤務手当

電気主任技術者の特殊勤務手当

用地交渉業務に従事した
職員の特殊勤務手当

ボイラー取扱作業に従事
した職員の特殊勤務手
当

病害虫防除作業等に従
事した職員

道路整備等に従事した職
員

電気主任技術者

用地交渉業務に従事した
職員

ボイラー取扱作業に従事
した職員

自然災害等が発生し、または発生
するおそれのある場所における現
場業務

火災発生時に出動

（はしご車による消火業務）

救急業務のため出動

（救急救命士の資格を有し、当該
業務に従事）

建築物審査業務 180千円建築主事の特殊勤務手当 建築主事

消防職員の特殊勤務手
当

バスの運転に従事した職
員の特殊勤務手当

消防職員

定員１０人以上のバスの
運転に従事した職員

9,660千円

日　 400円

月 5,000円

月 3,000円

1回 6,000円

1回 2,000円

月 3,000円

1回 4,000円

日 　400円

日　 250円

日 　600円

日 　600円

日　 300円

日　 200円

月 3,000円

日　 200円

月 2,500円

月 1,500円

1回　300円

（200円加算）

1回　150円

（200円加算）

1回　200円

（200円加算）

1回　300円

100円加算

1回　250円

日　 500円
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（４）　時間外勤務手当

（５）　その他の手当（平成25年4月1日）

５　特別職の報酬等の状況（平成25年4月1日現在）

市長
副市長
議長

副議長
議員
市長

副市長
議長

副議長
議員

（1期の手当額）
市長     714,000円×在職月数×0.4（任期毎） 13,708,800円

副市長     700,000円×在職月数×0.29（任期毎） 9,744,000円
市長

副市長

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

支給実績
（24年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額
(24年度決算）

扶養
手当

1　配偶者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月額　13,000円
2　配偶者以外の扶養家族（年齢制限等有り）　月額1人　6,500円
3　16歳から22歳までの子を扶養　　月額1人　5,000円加算

同じ 130,878千円 235千円

職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 284千円

支給実績（24年度決算） 366,548千円

職員1人当たり平均支給年額（24年度決算） 331千円

支給実績（23年度決算） 320,311千円

管理職
手当

主幹以上の職員　　　　職に応じて46,100円～108,100円 同じ 111,446千円 648千円

管理職
特別勤
務手当

週休日・休日に4時間以上勤務した主幹以上の職員
職に応じて1回6,000円～10,000円
（6時間を超える場合は上記の150％）

異なる
（対象となる勤務は
1時間以上）

1,265千円 25千円

住居
手当

1　借家・借間　　　　家賃に応じて（月額限度27,000円）
2　持家　　　　　　　なし
　　（ただし経過措置として22年度末時点で支給を受けてい
　　た者に対し、25年度まで月額2,000円を支給）

異なる
（持家に対する経
過措置なし）

75,607千円 120千円

通勤
手当

1　交通機関利用者　　　相当額を支給（月額限度55,000円）
2　交通用具使用者　通勤距離に応じて(月額限度24,500円)

同じ 48,098千円 50千円

休日勤
務手当

勤務1時間当たりの給与額の135％ 同じ 41,400千円 460千円

区　分 給料月額等

宿日直
手当

1　日直　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回　4,200円
2　宿直　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回　4,200円
3　勤務時間5時間未満の宿直　　　   1回　2,100円

同じ 155千円 155千円

夜間勤
務手当

午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員
勤務1時間当たりの給与額の25％

同じ 18,267千円 135千円

期末
手当

　　　　・24年度支給割合　　　　　2.95月分
　　　　・加算措置の状況　　　　　45％加算

　　　　・24年度支給割合　　　　　2.95月分
　　　　・加算措置の状況　　　　　45％加算

退職
手当

通勤
手当

　　　　・交通機関利用者　　相当額を支給（月額限度55,000円）
　　　　・交通用具使用者　　通勤距離に応じて(月額限度24,500円)

報酬
587,000円 615,000円／587,000円
537,000円 550,000円／537,000円
498,000円 510,000円／498,000円

（参考）類似団体における最高／最低額

給料
714,000円 (1,015,000円) 957,900円／714,000円
700,000円 (836,000円) 820,800円／700,000円

（注）１　給料の（　　）内は、減額措置を行う前の金額です。
　　　２　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合に
　　　　　おける退職手当の見込額です。

　　　３　市議会議員には、その調査研究に資するために必要な経費の一部として、年額720,000円の政務活動費が
　　　　　交付されます。（残余が生じた場合は返還）
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６　職員の任免の状況
（１）　採用試験の実施状況（平成24年度実績）

（２）　退職の状況（平成24年度実績）

７　職員数の状況
（１）　部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

議　会
総　務
税　務
民　生
衛　生
労　働

農林水産

商　工
土　木

〈参考〉
人口1万人当たり職員数 43.28人
（類似団体の人口1万人当たり職員数 42.00人）

〈参考〉
人口1万人当たり職員数 65.98人
（類似団体の人口1万人当たり職員数 65.74人）

〈参考〉
人口1万人当たり職員数 73.88人

　　　２　[　　　]内は、条例定数の合計です。

行政（身体障がい者） 2 1 2.0

土　木 6 0 -

行　政 144 12 12.0

行政（スポーツ） 15 0 -

試験区分 受験者（人） 合格者（人） 倍率（倍）

計 420 20 21.0

行政(社会人) 221 2 110.5

建築(社会人) 7 1 7.0

消　防 17 3 5.7

保健師 8 1 8.0

　　　　　　　　　　　区分
　　部門

職員数
対前年増減数 主な増減理由

平成24年 平成25年

死亡 0

免職 0

計 39

区　分 人　数

定　年 28

自己都合 11

111 111 0
2 3 1 業務内容の整理によるもの

63 62 -1 正規職員の嘱託職員化による減
177 173 -4 事務の統廃合による減など

普通会
計部門

一般行
政部門

9 9 0
164 158 -6 事務の統廃合による減など

教育部門 177 177 0

105 105 0

計 680 669 -11

27 28 1 公設市場管理業務移管
22 20 -2 正規職員の嘱託職員化による減など

組織の統合による減
その他 59 55 -4 民間等委託による減

公営企
業等会
計部門

水　道 48 47 -1 組織の統合による減
下水道 21 20 -1

消防部門 176 174 -2 県への派遣の終了など

小　計 1,033 1,020 -13

[1,543] [　　　0]

（注）１　職員数は一般職の職員数で、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、補助職員及び非常
　　　　　勤職員を除きます。

小　計 128 122 -6

合　計
1,161 1,142 -19
[1,543]
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（２）　年齢別職員構成の状況（平成25年4月1日現在）
20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
未満 ～23歳 ～27歳 ～31歳 ～35歳 ～39歳 ～43歳 ～47歳 ～51歳 ～55歳 ～59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
1 38 69 105 100 117 149 159 124 113 167 0 1,142

（３）　職員数の推移
　①　部門別職員数の推移 （各年4月1日現在）

730 724 711 692 680 669 -61 (-8.4%)

205 199 185 183 177 177 -28 (-13.7%)

176 176 175 173 176 174 -2 (-1.1%)

1,111 1,099 1,071 1,048 1,033 1,020 -91 (-8.2%)

149 146 141 134 128 122 -27 (-18.1%)

1,260 1,245 1,212 1,182 1,161 1,142 -118 (-9.4%)

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

　②　採用者・退職者数

20年 21年 22年 23年 24年 25年 計

1,260 1,245 1,212 1,182 1,161 1,142

45 58 55 42 42 242

30 25 25 21 21 122

-15 -33 -30 -21 -21 -120

（注）２５年度は国からの派遣職員１名

職員数

区分 計

　　　　　　　　　　　　区分
部門

20年 21年 22年 23年 24年 25年

削減人数

公営企業等会計計

総合計

職員数（4月1日現在）

退職者数（4月1日～翌年3月31日）

採用者数（翌年4月1日採用）

過去5年間の
増減数（率）

一般行政

教育

消防

普通会計計

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20歳

未満

20～

23歳

24～

27歳

28～

31歳

32～

35歳

36～

39歳

40～

43歳

44～

47歳

48～

51歳

52～

55歳

56～

59歳

60歳

以上

％

構成比

5年前の構成比
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８　公営企業職員の状況
（１）　水道事業
　①　職員給与費の状況
　　ア　決算

千円 千円 千円 ％ ％

（注）１　総支出は、収益的支出及び資本的支出の合計です。
　　　２　職員給与費は、すべての職員（補助・嘱託職員を含む）の給料、手当、退職給与金及び
　　　　　法定福利費の合計です。

職員数
Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
48

（注）１　この表は、正規職員の給与に関するものです。（職員手当には退職給与金を含まない。）
　　　２　職員数は、平成25年3月31日現在の人数です。

　　イ　特記事項（給与抑制措置）

　②　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成25年4月1日現在）

　③　職員の手当の状況
　　ア　期末手当・勤勉手当

1,407千円
（24年度支給割合） （24年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5%～20% ・役職加算　5%～20%

　　イ　退職手当（平成25年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

（注）　足利市（公営企業を含む）の欄の退職手当の1人当たり平均支給額は、24年度に退職した職員に支給
　　　　された平均額です。

区　分 総支出
純損益又は
実質収支

職員給与費
総支出に占める職

員給与費比率

326,517円 384,214円

区　分
給与費 1人当たり給与費

B／A

（参考）市町村平均

給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　Ｂ 1人当たり給与費

（参考）22年度の
総支出に占める
職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

24年度
3,336,654 205,404 499,229 15.0 14.8

足利市
（公営企業除く）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

水道事業 46.0歳 339,953円 394,717円

6,258

抑制対象 対象者 抑制内容 期間
給料 一般企業職 4～9％削減 H25.10.1～H26.3.31

24年度
197,494 28,756 71,921 298,171 6,212

42.9歳

水道事業 足利市（公営企業を含む）
自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

1人当たり平均支給額（23年度） 1人当たり平均支給額（24年度）
1,498千円

2.60月分 1.35月分 2.60月分 1.35月分

水道事業 足利市（公営企業を除く）

勤続35年 46.55月分 55.86月分 勤続35年 46.55月分 55.86月分
勤続25年 32.83月分 38.955月分 勤続25年 32.83月分 38.955月分
勤続20年 23.03月分 28.7875月分 勤続20年 23.03月分 28.7875月分

25,738千円 1人当たり平均支給額 12,296千円 23,413千円

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～20％加算）

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～20％加算）

　・調整額
　　（16,700～45,850円×60月分）

　・調整額
　　（16,700～79,200円×60月分）

最高限度額 55.86月分 55.86月分 最高限度額 55.86月分 55.86月分

23・24年度退職者すべての1人当たり平均支給額
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　　ウ　特殊勤務手当（平成25年4月1日）

　　エ　時間外勤務手当

　　オ　その他の手当（平成25年4月1日）

（２）　工業用水道事業
　①　職員給与費の状況
　　ア　決算

千円 千円 千円 ％ ％

（注）１　総支出は、収益的支出及び資本的支出の合計です。
　　　２　職員給与費は、すべての職員（補助・嘱託職員を含む）の給料、手当、退職給与金及び
　　　　　法定福利費の合計です。

職員数
Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
3

（注）１　この表は、正規職員の給与に関するものです。（職員手当には退職給与金を含みません。）
　　　２　職員数は、平成25年3月31日現在の人数です。

区　分 全職種

支給実績（23年度決算） 10,138千円
職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 230千円
支給実績（24年度決算） 7,916千円

―
51千円

手当の種類（手当数） 2
支給実績（24年度決算）

支給実績（24年度決算） 51千円
支給職員1人当たり平均支給年額（24年度決算） 25,500円
職員全体に占める手当支給職員の割合（24年度） 4.17%

住居
手当

1　借家・借間　　家賃に応じて（月額限度27,000円）
2　持家　　なし
　　（ただし経過措置として22年度末時点で支給を受けてい
　　た者に対し、25年度まで月額2,000円を支給）

異なる
（持家は新築・購
入から5年間のみ
支給）

3,248千円 90千円

通勤
手当

1　交通機関利用者　　　相当額を支給（月額限度55,000円）
2　交通用具使用者　通勤距離に応じて(月額限度24,500円)

同じ 2,019千円 46千円

支給職員1人当たり
平均支給年額
（24年度決算）

扶養
手当

1　配偶者　　月額　13,000円
2　配偶者以外の扶養家族　　月額1人　 6,500円
3　16歳から22歳までの子を扶養　　月額1人　 5,000円加算

同じ 8,284千円 207千円

職員1人当たり平均支給年額（24年度決算） 203千円

手当名 内容及び支給単価 国の制度との異同
支給実績

（24年度決算）

宿日直
手当

1　日直　　　　　　　　　　　　　　　　1回　4,200円
2　宿直　　　　　　　　　　　　　　　　1回　4,200円
3　勤務時間5時間未満の宿直　　1回　2,100円

同じ － －

夜間勤
務手当

午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員
勤務1時間当たりの給与額の25％

同じ 946千円 237千円

管理職
手当

主幹以上の職員　　職に応じて46,100円～108,100円 同じ 5,304千円 589千円

管理職
特別勤
務手当

週休日・休日に4時間以上勤務した主幹以上の職員
職に応じて1回6,000円～10,000円
（6時間を超える場合は上記の150％）

異なる
（対象となる勤務は
1時間以上）

0千円 0千円

（参考）　23年度の
総支出に占める
職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

24年度
169,982 49,301 17,017 10.0% 11.8

休日勤
務手当

勤務1時間当たりの給与額の135％ 同じ － －

区　分
総支出

純損益又は
実質収支

職員給与費
総支出に占める職

員給与費比率

6,280
24年度

9,563 1,146 3,219 13,928 4,643

区　分
給与費 1人当たり給与費

B／A

（参考）市町村平均

給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　Ｂ 1人当たり給与費

手当の名称

滞納整理手当
電気主任技術者手当

主な支給対象職員
水道料金等の滞納整理に従事した職員

電気主任技術者

主な支給対象業務

滞納整理のための出張
高圧電気取扱作業

支給単価

日　　300円
月　3,000円
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　②　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成25年4月1日現在）

　③　職員の手当の状況
　　ア　期末手当・勤勉手当

1,407千円
（24年度支給割合） （24年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5%～20% ・役職加算　5%～20%

　　イ　退職手当（平成25年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

（注）　足利市（公営企業を含む）の欄の退職手当の1人当たり平均支給額は、24年度に退職した職員に支給
　　　　された平均額です。（工業用水道事業は退職者なし）

　　ウ　特殊勤務手当（平成25年4月1日）

　　エ　時間外勤務手当

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

工業用水道事業
46.0歳

工業用水道事業 足利市（公営企業を含む）
自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

工業用水道事業 足利市（公営企業を除く）
1人当たり平均支給額（24年度） 1人当たり平均支給額（24年度）

1,030千円

2.60月分 1.35月分 2.60月分 1.35月分

347,667円 391,473円

足利市
（公営企業除く） 42.9歳 326,517円 384,214円

勤続35年 46.55月分 55.86月分 勤続35年 46.55月分 55.86月分
勤続25年 32.83月分 38.955月分 勤続25年 32.83月分 38.955月分
勤続20年 23.03月分 28.7875月分 勤続20年 23.03月分 28.7875月分

1人当たり平均支給額 12,296千円 23,413千円

区　分 全職種

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～20％加算）

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～20％加算）

　・調整額
　　（16,700～45,850円×60月分）

　・調整額
　　（16,700～79,200円×60月分）

最高限度額 55.86月分 55.86月分 最高限度額 55.86月分 55.86月分

―
36千円

手当の種類（手当数） 2
支給実績（24年度決算）

支給実績（24年度決算） 36千円
支給職員1人当たり平均支給年額（24年度決算） 36,000円
職員全体に占める手当支給職員の割合（24年度） 33.33%

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

滞納整理手当 水道料金等の滞納整理に従事した職員 滞納整理のための出張 日　　300円
電気主任技術者手当 電気主任技術者 高圧電気取扱作業 月　3,000円

職員1人当たり平均支給年額（24年度決算） 135千円

支給実績（23年度決算） 636千円
職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 212千円
支給実績（24年度決算） 404千円
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　　オ　その他の手当（平成25年4月1日）

９　職員の勤務時間及びその他の勤務条件の状況
（１）　勤務時間（平成25年4月1日現在）

（注）　職務又は職場の特殊性により、上記と異なる場合があります。

（２）　休暇・休業

支給職員1人当たり
平均支給年額
（24年度決算）

扶養
手当

1　配偶者　　月額　13,000円
2　配偶者以外の扶養家族　　月額1人　 6,500円
3　16歳から22歳までの子を扶養　　月額1人　 5,000円加算

同じ 0千円 0千円

手当名 内容及び支給単価
国の制度との

異同
支給実績

（24年度決算）

管理職
手当

主幹以上の職員　　職に応じて46,100円～108,100円 同じ 0千円 0千円

管理職
特別勤
務手当

週休日・休日に4時間以上勤務した主幹以上の職員
職に応じて1回6,000円～10,000円
（6時間を超える場合は上記の150％）

異なる
（対象となる勤務は
1時間以上）

0千円 0千円

住居
手当

1　借家・借間　　家賃に応じて（月額限度27,000円）
2　持家　　なし
　　（ただし経過措置として22年度末時点で支給を受けてい
　　た者に対し、25年度まで月額2,000円を支給）

異なる
（持家は新築・購
入から5年間のみ
支給）

300千円 300千円

通勤
手当

1　交通機関利用者　　相当額を支給（月額限度55,000円）
2　交通用具使用者　　通勤距離に応じて(月額限度24,500
円)

同じ 185千円 92千円

1日の勤務時間 7時間45分

勤務の開始・終了時間 午前8時30分～午後5時15分

休憩時間 午後0時～午後1時

休日勤
務手当

勤務1時間当たりの給与額の135％ 同じ － －

1週間の勤務時間 38時間45分（月曜日から金曜日の5日間で割り振り）

宿日直
手当

1　日直　　　　　　　　　　　　　　　　1回　4,200円
2　宿直　　　　　　　　　　　　　　　　1回　4,200円
3　勤務時間５時間未満の宿直　　1回　2,100円

同じ － －

夜間勤
務手当

午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員
勤務1時間当たりの給与額の25％

同じ 222千円 222千円

特別休暇
平均取得日数 公民権の行使、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、結婚、出産、夏季休暇等、特別の事由により勤務しないことが

相当である場合に取得することができます。条例で定められた日数又は期間以内。7.9日

介護休暇

取得者数 配偶者、父母、子、配偶者の父母等について、負傷、疾病又は老齢により介護するた
め、勤務しないことが相当であると認められる場合に取得することができます。期間は6
月以内です。0人

年次有給休暇

平均取得日数 1年度につき20日与えられ、1日又は1時間を単位として取得することができます。1年度
において取得残日数が生じた場合は、20日までを翌年度に繰り越すことができますが、1
年度の年次有給休暇は40日を超えることはできません。7.8日

病気休暇
平均取得日数 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合に取得することができます。期間は90日以内です。2.5日

休　日
祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日）
年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）

週休日 土・日曜日

名　称 実績（平成24年度） 備　考

育児休業
取得者数

3歳に達していない子を養育する場合に取得することができます。期間中は無給です。
33人

育児部分休業
取得者数 3歳に達していない子を養育する場合に取得することができます。1日を通じて2時間以内

で給与は減額して支給となります。22人
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１０　職員の分限及び懲戒の状況
（１）　分限処分者数（平成24年度）

（２）　懲戒処分者数（平成24年度）

１１　職員の服務の状況
（１）　地方公務員の服務規律の概要

（２）　地方公務員法に定められている職員の義務等

・服務の宣誓

・法令等及び上司の命令に従う義務

・信用失墜行為の禁止

・秘密を守る義務

・職務に専念する義務

・政治的行為の制限

・争議行為等の禁止

・営利企業等の従事制限

（３）　営利企業等の従事の状況（平成24年度）

（４）　職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況

主な免除事由

・健康診断の受診

・地方公務員法42条に基づく厚生事業への参加

処分者数（人） 1 0 4 0 5

区　分 降　任 免　職 休　職 降　給 合　計

（注）　懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、職員の一定の義務違反に対する道義的
         責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的とした処分です。

「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、
 全力を挙げてこれに専念しなければならない。」（地方公務員法第30条）

報酬を得て事業又は事務に従事する場合 7件

処分者数（人） 6 0 1 0 7

（注）　分限処分とは、公務の能率の維持やその適正な運営の確保の目的から、勤務成績不良、心身の故障等の
         ため職員が十分に職責を果たせない場合に、職員の意に反して行う処分です。

区　分 戒　告 減　給 停　職 免　職 合　計
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１２　職員の研修及び勤務成績の評定の状況
（１）　研修の実施状況（平成24年度）

　①　足利市単独研修

区分 日数 受講者数

前 期 5 20

後 期 1 20

各1 16

各1 17

2 22

2 18

1 20

3 26

2 16

0.5 8

0.5 78

1 20

0.5 30

0.5 70

0.5 82

1.5 1,231

教養 0.5 16

論述 0.5 45

0.5 9

1 23

2 48

1 31

2 32

1 79

0.5 21

- 16

- 28

2～11 23

3～4 3

5月～10月 1

1年間 1

2,017

　②　安足地区職員研修進協議会研修

区分 日数 受講者数

前期 3

後期 6

4 22

7 27

3 19

政策研修 2 26

111

研 修 名 内　容 会　場

市内

初級職員研修
副市長講話、総合計画、行政改革、まちづくり、
コミュニケーション

市役所会議室

中級職員研修 市財政、人権、副市長講話、法制執務等 市役所会議室

基本
研修

新採用職員研修

服務・倫理、論語の素読、足利の観光、施設実
地研修、財務基礎等

市役所会議室ほか

トイレ掃除研修、教育目標、契約事務等 研修センターほか

おもてな
し研修

ゴールデンウィーク中の観光案内 フラワーパーク周辺

観光協会主催観光バス運行（市内循環）のバス
ガイド（事前研修を含む。）

幹部セミナー 講演会 市役所会議室

技能労務職員研修 副市長講話、服務等、接遇、人権教育 市役所会議室

新任副主幹研修
マネジメント、市長講話、人権講話、議会対応、
勤務評定

市役所会議室

新任課長研修 市長講話、議会対応 市役所会議室

キャリアデザイン研修 グループワークを通じたキャリアデザイン研修 研修センター

JST研修 リーダーの役割、マネジメントの基本等 研修センター

評価者研修 勤務評定 市役所会議室

管理監督者研修 マネジメント 研修センター

人権問題研修 講演及び啓発映画上映 市民プラザ

中堅職員事前研修 自主学習の効果を測る研修
研修センター

研修センター

専門
研修

防災研修 地域防災計画等 市役所会議室

人権問題講演会（特別研修） 講演会 研修センター

交通安全研修 啓発ビデオ上映及び講義 研修センター

補助職員研修 組織・服務、接遇 市役所会議室

通信研修（新任副主幹） 監督者向け通信研修 自宅等

地方自治法研修 地方自治法の基礎知識 研修センター

財務担当者研修 人事・給与・福利厚生・財務基礎・契約手続き 市役所会議室

行政法研修 行政法の基礎知識 研修センター

地方公務員法研修 地方公務員法の基礎知識 研修センター

研修名 内　容 会　場

基本
研修

新採用職員研修

職場の常識・仕事の基本、ビジネスマナー、ビ
ジネス文書等

研修センター

主事・技師級研修
組織コミュニケーション、会議運営能力向上研
修、行政法

研修センター

東京財団

青年会議所への派遣研修 （社）足利青年会議所

合　計

自己啓発支援 資格取得、通信研修の助成 自宅等

派遣
研修

派遣研修

必要とされるｺｰｽを受講 市町村アカデミー

必要とされるｺｰｽを受講 国際文化アカデミー

東京財団週末学校

合　計

中級職員研修 ワークショップ研修、企画力研修 研修センター

政策法務研修 法令等の生成循環過程の理解・演習 研修センター

17

基本的法制度、人権講話 生涯学習センターほか

初級職員研修 人権講話・クレーム対応、法制執務、憲法 研修センターほか
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　③　栃木県市町村職員研修協議会等主催研修

日数 受講者数

0.5 1

4 0

4 2

2 0

2 0

2 1

2 0

2 0

1 0

2 1

2 1

2 0

1 1

2 0

1 1

1 2

2 5

2 2

2 3

5 2

3 0

4 2

4 1

4 1

2 1

2 1

4 2

30

１３　職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）　公務災害・通勤災害（平成24年度）

件数

5件

0件

（２）　健康管理（平成24年度）

　①　健康講座・健康相談

　　○　健康講座（6回、205人）　「メンタルヘルス」「脳と健康」

　　○　健康相談（68回、75人）

　　○　健康チェック（12回、144人）

　②　臨床心理士による相談（6回、9人)

栃木県自治会館

研修名 内　容 会　場

組織内リスク管理講座 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、管理職の責務と組織整備 栃木県自治会館

政策法務実践講座 政策法務に関する基本理解、条例作成演習 栃木県自治会館

ｸﾚｰﾑ対応力講座
住民からの要望・苦情への対応能力・説明能力
の養成

栃木県自治会館

職場リーダー研修 部下指導・能力開発の進め方、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 栃木県自治会館

戦略経営講座 自治体経営の戦略的展開手法の習得 栃木県自治会館

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ講座 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽへの理解、ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 栃木県自治会館

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ講座 職場におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ支援策についての再確認 栃木県自治会館

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ講座
管理監督者のコミュニケーション能力向上手法
の習得

栃木県自治会館

トピック講座 「住民との協働」に関する知識の習得

一般職
員研修

法務基礎養成講座 法務の基本的理解 足利市研修センター

接遇ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講座 よりよい接遇行動スタイルの習得 佐野市人材育成センター

タイムマネジメント 職務能率を高めるための時間管理を学ぶ 栃木県自治会館

自治体職員広聴広報力向上講座 効果的な情報発信に関する知識の習得 栃木県自治会館

ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ講座 ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝの基本理論 栃木県自治会館

ﾊﾟﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止講座 ﾊﾟﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄの理解、防止方策 栃木県自治会館

管理者
研修

管理者研修（講演） 講演会 栃木県自治会館

行政法講座 行政法の原理・原則 栃木県自治会館

民法講座 民法の原理・原則 栃木県自治会館

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ講座 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技能の習得 栃木県自治会館

発想・企画力研修 企画・立案のポイントの学習 栃木県研修館

折衝・交渉研修 折衝・交渉の基本スキルの習得 栃木県研修館

合同
研修

情報力研修 情報の整理・分析能力の習得 栃木県研修館

業務改革研修 業務改善の手法を学ぶ 栃木県研修館

企画力研修 政策形成の基礎的技法の習得 栃木県研修館

指導者
養成

JST指導者養成研修 内部講師養成研修 栃木県自治会館

地方自治制度指導者養成研修 内部講師養成研修 栃木県自治会館

区　分

公務災害

通勤災害

政策形成能力向上講座 公共ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ及び政策法務 栃木県研修館

合　計
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　③　各種検診等

　④　予防接種

（３）　足利市職員共済組合

　①　組織及び役員・・・足利市職員等を組合員とした組織
　　・組合長 副市長 　　・理　事 12名
　　・副組合長 総務部長 　　・代議員 48名
　　・会計役 会計管理者 　　・組合員数 1,144名（平成25年4月1日現在）
　　・監　事 2名

　②　平成24年度決算額
　○給与金会計事業(市からの給与金により運営）

　○掛金会計事業(組合員の負担する掛金により運営）

　③　事業内容
　　○　給付事業・・・慶弔給付、傷病給付、災害給付
　　○　福利事業・・・人間・脳ドック補助、体育文化教養部助成、福利厚生委託等

　④　見直しの状況
　　　レクリエーション活動助成について
　　　掛金会計と給与会計で1/2ずつ折半し支出していたが、平成25年度から全額掛金会計で負担することに変更した。

検診名等 受検者数（人） 対象者

職
員
総
合
健
康
診
断

胸部レントゲン検査 479

全職員
血液・尿検査

503
内診・血圧測定

HCV抗体検査 9

希望者
胃がん検診 59
肺がん検診 36
大腸がん検診 54

身体計測
視力・聴力検査
心電図検査 217 満35歳時・40歳以上の職員
HBs抗原検査 97 消防職員及び希望者

人間ドック・脳ドック 654
希望者（30歳以上）
栃木県市町村職員共済組合で実施

区　分 受診者数（人）
破傷風 67

子宮がん検診 60 女性職員希望者
ダイオキシン類血液検査 1

クリーンセンター職員
特殊健康診断 8

前立腺がん検診 19 男性職員希望者（50歳以上）
乳がん検診 97 女性職員希望者（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰは40歳以上）

22,522,478円 1,163人 19,366円

8,500,814円 1,163人 7,309円

決算額 会員数 会員一人当たりの額

B型肝炎予防ワクチン 20

　足利市職員共済組合は、市職員等の疾病、障害、分娩、死亡等に基づく経済上の負担を軽減し、その生活の安定に資す
るための相互救済を目的として、足利市職員共済組合条例に基づき、設置された互助会組織です。

決算額 会員数 会員一人当たりの額
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（４）　栃木県市町村職員共済組合

　①　構成団体
　  足利市を含む県内の26市町及び18一部事務組合

　②　事　業
　　○　短期給付事業・・・組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して、必要な給付を行います。
　　○　長期給付事業・・・組合員の退職・障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行います。
　　○　福祉事業・・・・・・・健康診査などの健康の保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金の貸付などを行います。

１４　勤務条件に関する措置の要求の状況

　   平成24年度の措置要求は 0件。

１５　不利益処分に関する不服申立ての状況

　   平成24年度の不服申立ては 0件。

１６　職員からの苦情の処理の状況

　   平成24年度の苦情の処理は 0件。

　   職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に対し、公平委員会は助言等を行うほか、関係
  当事者に対し必要な措置をとります。

　　◇　項目５（１）及び（３）から（５）まで並びに１５から１７までの記載の対象となる職種の範囲は、企業職（水道事業、
          工業用水道事業）を除く全職種です。

お問い合わせは人事課（℡20‐2116）へ。

　   栃木県市町村職員共済組合は、社会保険制度の一環として、相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と
  福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として、設立された組織です。

　   職員は、給与・勤務時間その他の勤務条件に関し、関係当事者に適当な措置をとるよう公平委員会に対して要求する
   ことができ、公平 委員会はそれを審査、判定し、必要な措置をとります。

   　懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職員は、公平委員会に対して不服申立てをすることができ、公平
  委員会はそれを審査し、裁決又は決定をします。
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